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○

下
水
道
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
四
年
政
令
第
百
四
十
七
号
）
（
抄
）

（
事
業
計
画
の
決
定
及
び
変
更
）

第
三
条

公
共
下
水
道
管
理
者
は
、
法
第
四
条
第
一
項
（
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
事
業
計
画
を
定
め
、
又
は
事
業
計
画
の
変

更
（
第
五
条
の
二
の
軽
微
な
変
更
を
除
く
。
）
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
決
定
又
は
変
更
に
係
る
予
定
処
理
区
域
（
雨
水
公
共
下
水
道
に
係
る
も

の
に
あ
つ
て
は
、
予
定
排
水
区
域
。
次
条
第
一
号
及
び
第
五
条
の
二
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
工
事
の
着
手
若
し
く
は
完
成
の
予
定
年
月
日
を
公
示
し
て
、
こ
れ

ら
の
事
項
に
関
し
利
害
関
係
人
に
意
見
を
申
し
出
る
機
会
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
国
土
交
通
大
臣
に
協
議
す
る
事
業
計
画
）

第
四
条
の
二

法
第
四
条
第
二
項
（
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
事
業
計
画
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律

第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
（
以
下
「
指
定
都
市
」
と
い
う
。
）
が
設
置
す
る
公
共
下
水
道
の
事
業
計
画
の
う
ち
、
次
の
各
号
の
い
ず

れ
に
も
該
当
し
な
い
も
の
と
す
る
。

一

法
第
二
条
第
三
号
イ
に
該
当
す
る
公
共
下
水
道
（
以
下
こ
の
号
及
び
第
二
十
四
条
の
三
第
一
項
第
二
号
イ
に
お
い
て
「
一
般
公
共
下
水
道
」
と
い
う
。
）
の
事
業
計

画
の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

第
五
条
の
二
第
二
号
（
処
理
施
設
に
係
る
吐
口
の
配
置
の
変
更
以
外
の
変
更
に
限
る
。
）
、
第
三
号
、
第
五
号
又
は
第
六
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
変
更
の
み

の
変
更
に
係
る
事
業
計
画

二

（
略
）

（
協
議
等
を
要
し
な
い
事
業
計
画
の
軽
微
な
変
更
）

第
五
条
の
二

法
第
四
条
第
六
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
事
業
計
画
の
軽
微
な
変
更
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
変
更
及
び
こ
れ
に
関
連
す
る
変
更
以
外

の
も
の
と
す
る
。

一

予
定
処
理
区
域
の
変
更

二

公
共
下
水
道
か
ら
の
放
流
水
の
吐
口
で
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
主
要
な
管
渠
、
処
理
施
設
及
び
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
ポ
ン
プ
施
設
に
係
る
も
の
の
配
置
の
変

き
よ

更
三

国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
主
要
な
管
渠
（
こ
れ
を
補
完
す
る
貯
留
施
設
を
含
む
。
）
の
配
置
、
構
造
若
し
く
は
能
力
又
は
点
検
の
方
法
若
し
く
は
頻
度
の
変
更
。
た

き
よ

だ
し
、
同
一
の
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
に
規
定
す
る
道
路
内
に
お
け
る
位
置
の
変
更
を
除
く
。

四

処
理
施
設
（
こ
れ
を
補
完
す
る
施
設
を
含
む
。
）
の
新
設
又
は
配
置
若
し
く
は
下
水
の
処
理
能
力
の
変
更

五

ポ
ン
プ
施
設
の
新
設
又
は
配
置
若
し
く
は
能
力
の
変
更

六

計
画
降
雨
の
設
定
又
は
変
更
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七

工
事
の
着
手
又
は
完
成
の
予
定
年
月
日
の
同
一
会
計
年
度
外
に
わ
た
る
変
更

（
協
議
等
を
要
し
な
い
事
業
計
画
の
軽
微
な
変
更
）

第
十
七
条
の
十

法
第
二
十
五
条
の
二
十
三
第
七
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
事
業
計
画
の
軽
微
な
変
更
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
変
更
及
び
こ
れ
に
関

連
す
る
変
更
以
外
の
も
の
と
す
る
。

一

管
渠
（
こ
れ
を
補
完
す
る
貯
留
施
設
を
含
む
。
）
の
配
置
、
構
造
若
し
く
は
能
力
又
は
点
検
の
方
法
若
し
く
は
頻
度
の
変
更
。
た
だ
し
、
同
一
の
建
築
基
準
法
第
四

き
よ

十
二
条
に
規
定
す
る
道
路
内
に
お
け
る
位
置
の
変
更
を
除
く
。

二

雨
水
流
域
下
水
道
の
雨
水
の
流
量
を
調
節
す
る
た
め
の
施
設
の
新
設
又
は
配
置
、
構
造
若
し
く
は
能
力
の
変
更

三

ポ
ン
プ
施
設
の
新
設
又
は
配
置
若
し
く
は
能
力
の
変
更

四

流
域
下
水
道
か
ら
の
放
流
水
の
吐
口
の
配
置
の
変
更

五

処
理
施
設
（
こ
れ
を
補
完
す
る
施
設
を
含
む
。
）
の
新
設
又
は
配
置
若
し
く
は
下
水
の
処
理
能
力
の
変
更

六

流
域
関
連
公
共
下
水
道
が
接
続
す
る
位
置
の
変
更

七

流
域
関
連
公
共
下
水
道
の
予
定
処
理
区
域
の
変
更

八

計
画
降
雨
の
設
定
又
は
変
更

九

工
事
の
着
手
又
は
完
成
の
予
定
年
月
日
の
同
一
会
計
年
度
外
に
わ
た
る
変
更

（
都
道
府
県
知
事
が
指
示
す
る
下
水
道
）

第
二
十
四
条
の
三

法
第
三
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
下
水
道
は
、
工
事
に
関
す
る
指
示
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
次
に
掲
げ
る
も
の
と
し
、
維
持
管
理

に
関
す
る
指
示
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
都
道
府
県
以
外
の
地
方
公
共
団
体
が
管
理
す
る
も
の
と
す
る
。

一

（
略
）

二

指
定
都
市
が
管
理
す
る
公
共
下
水
道
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

一
般
公
共
下
水
道
の
う
ち
、
予
定
処
理
区
域
の
面
積
が
百
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
下
の
も
の
又
は
流
域
下
水
道
（
雨
水
流
域
下
水
道
を
除
く
。
）
に
接
続
す
る
も
の

ロ

（
略
）

三
・
四

（
略
）

２

（
略
）

○

下
水
道
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
七
十
九
号
）
（
抄
）

（
用
語
の
定
義
）

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
・
二

（
略
）
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三

公
共
下
水
道

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
下
水
道
を
い
う
。

イ

主
と
し
て
市
街
地
に
お
け
る
下
水
を
排
除
し
、
又
は
処
理
す
る
た
め
に
地
方
公
共
団
体
が
管
理
す
る
下
水
道
で
、
終
末
処
理
場
を
有
す
る
も
の
又
は
流
域
下
水
道

に
接
続
す
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
汚
水
を
排
除
す
べ
き
排
水
施
設
の
相
当
部
分
が
暗
渠
で
あ
る
構
造
の
も
の

き
よ

ロ

（
略
）

四
～
九

（
略
）

（
管
理
）

第
三
条

公
共
下
水
道
の
設
置
、
改
築
、
修
繕
、
維
持
そ
の
他
の
管
理
は
、
市
町
村
が
行
う
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
都
道
府
県
は
、
二
以
上
の
市
町
村
が
受
益
し
、
か
つ
、
関
係
市
町
村
の
み
で
は
設
置
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に

お
い
て
は
、
関
係
市
町
村
と
協
議
し
て
、
当
該
公
共
下
水
道
の
設
置
、
改
築
、
修
繕
、
維
持
そ
の
他
の
管
理
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
関
係
市
町

村
が
協
議
に
応
じ
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
議
会
の
議
決
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
事
業
計
画
の
策
定
）

第
四
条

前
条
の
規
定
に
よ
り
公
共
下
水
道
を
管
理
す
る
者
（
以
下
「
公
共
下
水
道
管
理
者
」
と
い
う
。
）
は
、
公
共
下
水
道
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ

め
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
事
業
計
画
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

公
共
下
水
道
管
理
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
事
業
計
画
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事
（
都
道
府

県
が
設
置
す
る
公
共
下
水
道
の
事
業
計
画
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
事
業
計
画
に
あ
つ
て
は
、
国
土
交
通
大
臣
）
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

国
土
交
通
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
（
第
二
条
第
三
号
ロ
に
該
当
す
る
公
共
下
水
道
（
以
下
「
雨
水
公
共
下
水
道
」
と
い
う
。
）
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

を
受
け
た
と
き
は
、
政
令
で
定
め
る
場
合
を
除
き
、
保
健
衛
生
上
の
観
点
か
ら
す
る
環
境
大
臣
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
都
道
府
県
で
あ
る
公
共
下
水
道
管
理
者
は
、
流
域
別
下
水
道
整
備
総
合
計
画
が
定
め
ら
れ
て
い
る
地
域
に
お
い
て
公
共
下
水
道
の
事

業
計
画
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
を
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
公
共
下
水
道
管
理
者
は
、
事
業
計
画
を
定
め

た
と
き
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
国
土
交
通
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

国
土
交
通
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
（
雨
水
公
共
下
水
道
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
を
受
け
た
と
き
は
、
政
令
で
定
め
る
場
合
を
除
き
、
当
該
届
出
の
内
容

を
環
境
大
臣
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

６

前
各
項
の
規
定
は
、
公
共
下
水
道
の
事
業
計
画
の
変
更
（
政
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
事
業
計
画
の
策
定
）

第
二
十
五
条
の
二
十
三

前
条
の
規
定
に
よ
り
流
域
下
水
道
を
管
理
す
る
者
（
以
下
「
流
域
下
水
道
管
理
者
」
と
い
う
。
）
は
、
流
域
下
水
道
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
と
き

は
、
あ
ら
か
じ
め
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
事
業
計
画
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

流
域
下
水
道
管
理
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
事
業
計
画
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
国
土
交
通
大
臣
（
市
町
村
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が
設
置
す
る
流
域
下
水
道
の
事
業
計
画
で
政
令
で
定
め
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
都
道
府
県
知
事
）
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

都
道
府
県
は
、
第
一
項
の
事
業
計
画
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
関
係
市
町
村
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

国
土
交
通
大
臣
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
（
雨
水
流
域
下
水
道
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
を
受
け
た
と
き
は
、
政
令
で
定
め
る
場
合
を
除
き
、
保
健
衛
生
上
の

観
点
か
ら
す
る
環
境
大
臣
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
都
道
府
県
で
あ
る
流
域
下
水
道
管
理
者
は
、
流
域
別
下
水
道
整
備
総
合
計
画
が
定
め
ら
れ
て
い
る
地
域
に
お
い
て
流
域
下
水
道
の
事

業
計
画
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
を
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
流
域
下
水
道
管
理
者
は
、
事
業
計
画
を
定
め

た
と
き
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
国
土
交
通
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

国
土
交
通
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
受
け
た
と
き
は
、
政
令
で
定
め
る
場
合
を
除
き
、
当
該
届
出
の
内
容
を
環
境
大
臣
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

７

前
各
項
の
規
定
は
、
流
域
下
水
道
の
事
業
計
画
の
変
更
（
政
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

○

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
（
抄
）

（
指
定
都
市
の
権
能
）

第
二
百
五
十
二
条
の
十
九

政
令
で
指
定
す
る
人
口
五
十
万
以
上
の
市
（
以
下
「
指
定
都
市
」
と
い
う
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
都
道
府
県
が
法
律
又
は
こ
れ
に

基
づ
く
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
の
全
部
又
は
一
部
で
政
令
で
定
め
る
も
の
を
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
処
理
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

一
～
十
三

（
略
）

２

（
略
）

○

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
（
抄
）

（
道
路
の
定
義
）

第
四
十
二
条

こ
の
章
の
規
定
に
お
い
て
「
道
路
」
と
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
幅
員
四
メ
ー
ト
ル
（
特
定
行
政
庁
が
そ
の
地
方
の
気
候
若
し
く
は
風
土
の

特
殊
性
又
は
土
地
の
状
況
に
よ
り
必
要
と
認
め
て
都
道
府
県
都
市
計
画
審
議
会
の
議
を
経
て
指
定
す
る
区
域
内
に
お
い
て
は
、
六
メ
ー
ト
ル
。
次
項
及
び
第
三
項
に
お
い

て
同
じ
。
）
以
上
の
も
の
（
地
下
に
お
け
る
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。

一

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
に
よ
る
道
路

二

都
市
計
画
法
、
土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
、
旧
住
宅
地
造
成
事
業
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
号
）
、
都
市
再

開
発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
、
新
都
市
基
盤
整
備
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
八
十
六
号
）
、
大
都
市
地
域
に
お
け
る
住
宅
及
び
住
宅
地
の
供
給
の

促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
昭
和
五
十
年
法
律
第
六
十
七
号
）
又
は
密
集
市
街
地
整
備
法
（
第
六
章
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
る
道
路

三

都
市
計
画
区
域
若
し
く
は
準
都
市
計
画
区
域
の
指
定
若
し
く
は
変
更
又
は
第
六
十
八
条
の
九
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
条
例
の
制
定
若
し
く
は
改
正
に
よ
り
こ
の
章

の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
に
至
つ
た
際
現
に
存
在
す
る
道

四

道
路
法
、
都
市
計
画
法
、
土
地
区
画
整
理
法
、
都
市
再
開
発
法
、
新
都
市
基
盤
整
備
法
、
大
都
市
地
域
に
お
け
る
住
宅
及
び
住
宅
地
の
供
給
の
促
進
に
関
す
る
特
別
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措
置
法
又
は
密
集
市
街
地
整
備
法
に
よ
る
新
設
又
は
変
更
の
事
業
計
画
の
あ
る
道
路
で
、
二
年
以
内
に
そ
の
事
業
が
執
行
さ
れ
る
予
定
の
も
の
と
し
て
特
定
行
政
庁
が

指
定
し
た
も
の

五

土
地
を
建
築
物
の
敷
地
と
し
て
利
用
す
る
た
め
、
道
路
法
、
都
市
計
画
法
、
土
地
区
画
整
理
法
、
都
市
再
開
発
法
、
新
都
市
基
盤
整
備
法
、
大
都
市
地
域
に
お
け
る

住
宅
及
び
住
宅
地
の
供
給
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
又
は
密
集
市
街
地
整
備
法
に
よ
ら
な
い
で
築
造
す
る
政
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
道
で
、
こ
れ
を
築
造

し
よ
う
と
す
る
者
が
特
定
行
政
庁
か
ら
そ
の
位
置
の
指
定
を
受
け
た
も
の

２

都
市
計
画
区
域
若
し
く
は
準
都
市
計
画
区
域
の
指
定
若
し
く
は
変
更
又
は
第
六
十
八
条
の
九
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
条
例
の
制
定
若
し
く
は
改
正
に
よ
り
こ
の
章
の

規
定
が
適
用
さ
れ
る
に
至
つ
た
際
現
に
建
築
物
が
立
ち
並
ん
で
い
る
幅
員
四
メ
ー
ト
ル
未
満
の
道
で
、
特
定
行
政
庁
の
指
定
し
た
も
の
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず

、
同
項
の
道
路
と
み
な
し
、
そ
の
中
心
線
か
ら
の
水
平
距
離
二
メ
ー
ト
ル
（
同
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
区
域
内
に
お
い
て
は
、
三
メ
ー
ト
ル
（
特
定
行
政
庁
が
周

囲
の
状
況
に
よ
り
避
難
及
び
通
行
の
安
全
上
支
障
が
な
い
と
認
め
る
場
合
は
、
二
メ
ー
ト
ル
）
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
線
を
そ
の
道
路
の
境
界

線
と
み
な
す
。
た
だ
し
、
当
該
道
が
そ
の
中
心
線
か
ら
の
水
平
距
離
二
メ
ー
ト
ル
未
満
で
崖
地
、
川
、
線
路
敷
地
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
に
沿
う
場
合
に
お
い
て

は
、
当
該
崖
地
等
の
道
の
側
の
境
界
線
及
び
そ
の
境
界
線
か
ら
道
の
側
に
水
平
距
離
四
メ
ー
ト
ル
の
線
を
そ
の
道
路
の
境
界
線
と
み
な
す
。

３

特
定
行
政
庁
は
、
土
地
の
状
況
に
因
り
や
む
を
得
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
に
規
定
す
る
中
心
線
か
ら
の
水
平
距
離
に
つ
い
て
は

二
メ
ー
ト
ル
未
満
一
・
三
五
メ
ー
ト
ル
以
上
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
同
項
に
規
定
す
る
が
け
地
等
の
境
界
線
か
ら
の
水
平
距
離
に
つ
い
て
は
四
メ
ー
ト
ル
未
満
二
・
七
メ

ー
ト
ル
以
上
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
別
に
そ
の
水
平
距
離
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

第
一
項
の
区
域
内
の
幅
員
六
メ
ー
ト
ル
未
満
の
道
（
第
一
号
又
は
第
二
号
に
該
当
す
る
道
に
あ
つ
て
は
、
幅
員
四
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）
で
、
特
定
行
政

庁
が
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
と
認
め
て
指
定
し
た
も
の
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
の
道
路
と
み
な
す
。

一

周
囲
の
状
況
に
よ
り
避
難
及
び
通
行
の
安
全
上
支
障
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
道

二

地
区
計
画
等
に
定
め
ら
れ
た
道
の
配
置
及
び
規
模
又
は
そ
の
区
域
に
即
し
て
築
造
さ
れ
る
道

三

第
一
項
の
区
域
が
指
定
さ
れ
た
際
現
に
道
路
と
さ
れ
て
い
た
道

５

前
項
第
三
号
に
該
当
す
る
と
認
め
て
特
定
行
政
庁
が
指
定
し
た
幅
員
四
メ
ー
ト
ル
未
満
の
道
に
つ
い
て
は
、
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
一
項
の
区
域
が
指
定

さ
れ
た
際
道
路
の
境
界
線
と
み
な
さ
れ
て
い
た
線
を
そ
の
道
路
の
境
界
線
と
み
な
す
。

６

特
定
行
政
庁
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
幅
員
一
・
八
メ
ー
ト
ル
未
満
の
道
を
指
定
す
る
場
合
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
別
に
水
平
距
離
を
指
定
す
る
場
合
に
お
い

て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
建
築
審
査
会
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
十
八
条
の
九

第
六
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
都
道
府
県
知
事
が
関
係
市
町
村
の
意
見
を
聴
い
て
指
定
す
る
区
域
内
に
お
い
て
は
、
地
方
公
共
団
体
は
、

当
該
区
域
内
に
お
け
る
土
地
利
用
の
状
況
等
を
考
慮
し
、
適
正
か
つ
合
理
的
な
土
地
利
用
を
図
る
た
め
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
政
令
で
定
め
る
基
準
に
従
い
、
条
例
で

、
建
築
物
又
は
そ
の
敷
地
と
道
路
と
の
関
係
、
建
築
物
の
容
積
率
、
建
築
物
の
高
さ
そ
の
他
の
建
築
物
の
敷
地
又
は
構
造
に
関
し
て
必
要
な
制
限
を
定
め
る
こ
と
が
で
き

る
。

２

（
略
）


